
令和 5 年 5 月 25 日 

 

果樹経営支援対策事業及び果樹先導的取組支援事業入力支援システム 

令和 5 年度版（修正版）の修正内容について 

 

 

(1)参考様式 2-1 号の変更に対応しました。 

 （新たに「果樹共済等への加入」欄が設けられています。） 

 

(2)計画内容を登録し、支援対象者から押印を受けた後、申請取り下げの申し入れがあった

場合、他の園地に影響（園地番号の変更）がないようにしてほしいとのご要望がありました。 

（修正前 Ver.では、仮に３番園地が申請取り下げの場合・・４番園地以降のデータを移動す

ることとなるので、園地番号が繰り上がる結果となります。） 

 

 対応策としては、計画修正（画面）に申請キャンセルフラグを作りました。（計画修正フ

ォームのとおり） 

 データ蓄積には、すべてのデータが保管されます（申請取り下げのデータも含め） 

 申請キャンセルする園地は・・３号の F 欄に申請キャンセルと表示され・・計画内容は表

示されません。 

 品目集計等の集計も、申請取り下げ園地は集計除外です。 

 

(3)３号（本体）の最終行にある、当該年度・次年度の（事業着手・事業完了）について、

記入漏れしないよう自動化してほしいとのご要望があり、対応いたしました。 

 

(4)先導的において、「果樹未収益期間支援事業」となっている所「未収益期間の幼木管理支

援」に表記を置き換えました。 

 

(5)先導的において、参考様式３号の表紙が「表紙 A」「表紙 B」に分かれていましたが、先

導的一本で未収益期間の幼木管理支援も包括することになったため、表紙は 1 枚にまとめ

ました。 

 

 

以上 


